




































各蛍光色について
灰色；対象設置方法で1:t対象外 青色：規則の萎求事項蒻互包：兼用キャスク 凶色：安全機祐

三 2021.6.22 FHE TA-0156RI 
日立GEニュ ー クリア・エナジ ー （株）

原子力設計部原精設

表1

孜置許可碁準規則
解釈

第3条
別記1のとおりとする．

設匿方法②の設偏に対する規則への適合性（地盤と地震） ［なお、 ハッチング●所は、 設置方踪沿ヽの要求事項ではないとみなす］

技，基準規則
解釈 ！ 本体

•1特定兼用キャ

1

クヘの要求
トラニオノ

周辺施穀への要求
本文

第三条
l'.I:計基準対象篤設11.

次条第二項の規定により
箕定する地賃力（設計碁
浩対象施設のうち 、 地震

¢
)発生によって花叫
れがあるそリ）安全隈紀

0演生に起因する万濱激
による公衆への影響の程
度が岱に大きいもの（以
下I耐震頂専胞設Jとい

）及び薫用匹
＿ ＿

季屯
→

、 同条面
淀するぷ遺地震9

る地震力を含む。）が
した場合においても当
餃計基準対象施校を＋
に支符することができる
地槃に設けなければなら
ない．

貯輩用緩衝体', 貯輩架台等•1

計
巫
準
対
父
応
設
の
地
盤

に支持ぎ五万<tt
和安全攪記が損なわれ
ない力法により紋けるこ
とがでさるとさは 、 この
限りでない．

別記4 第3条

品出温ば嗜召冷袴？
とができるJとは｀ 薫用キャスク
朧篇餃について� 0重その惚の＂
・略に想定される書重に加え 、 第
4条賽2項の鰻定により算定する
鳩匹キャスクにあっては、

基準地震鵬による地震力を含む．）
が作用した●合においても｀襖嶋
圧に対する十分な支袴力を有する
餃計であることをいう．
なお、 鐵用キャスクについては上
記に加え、 基準地震動による蠅震
力が作用することによって蒻面上
のずれ等が畏生しないこ とを含
め、 基準鳩震動による鳩震力に対
する支持性餡が纏保されているこ
とを鶉霞することが含まれる．

また 、 「安全幌記が捐なわれない方1
法」とは、 以下b)いずれかの方法を
しヽう ．

・葦用キャスクを基等に國定し、

かつ、 基攣嶋震動による嶋震力が

翌品佑お社与姑f3
9ヽ及び賽4項賽1号から第3号
までに示す•界防止欄筐這甑鑽
鎚騎熱懺籠及び閉じ込め攣鰤を
いう．以下別記4において1111じ．）
を損なわない方法

場兼用キャスクを基磯等に囚定せ
ずかつ し 兼用キャスク五郎d),
属袖へ 企9)衝突に対して召）安全
複祀をIIし なわな＼ヽ方法

ここで奮 輸送存姿漢
『

キャスクの
J111蝙1こ•II体を取り けた状gで
あって、 車胃運懺（槙燃”吻質の
エ●又は事纂所の外における遍
に闊する 1 （昭 53年緯4

耀を：霰；もi出り1基望等に固定せず、 かつ、

装看'!IIこ上り薫用 ャ炉5へ何j突しない雌に←.; ; ；iい1孜
ヤる以合は 、 兼用ヤャス?l!1部

'
全属部へd)衝突に対し·CO)安

·楓能が柑な われ な い もリ）とす
る

本文
打附条
孜計 基 準 対象蔦役

は ． 餃置許可基準規則
第三条第一項の地震カ
が作用した湯合におい
ても当該設計基準対象
誕設を十分に支持する
ことができる地嘘に応
校しなけ れ ば ならな
し＇・

だで1

...-”'-J1j干下
レにあっ ·c.は｀地羹に
より十分に支符されな
くてもその安全機紀が
損な』9れなしゾ法によ
り設けることができる
ときは、 この殿りでな
し‘・

万未

1第4条に規定する「＋分に
支持することがでさるJとは 、

実用発電用原子炉及びその附
属庭設の位置、 構造及び校偏の
基準に関する規則（平成2 5年
尿子力規制委貝全規則第5サ．

以下「餃置許可基準規則」とい
ぅ ． ）第3条第1項の規定に基
づき校置許可で確認した設計
方針に基づき、餃計基準対象施
設について 、 以下のいずれかを
瀾たすことをいう．

一葦用キャスクgm阪血
の餃tt基準対象餃にあって

＂船詣茄翡？汗
1項の嶋●力の各クラスにg
じ て翫量許1IJ基準織則覧4条
鯖2項の織定により算定する
鳩震力が作用した嶋合におい
ても 、 債鳩圧に対する十分な支
袴力を賓すること．

二筆用キャスク 貯庫篇餃にあ
っては、 自重その飽の貯薦鴫に
想定される書重に加え 、 餃●軒
可基0織頁

漿
”2項の蜆

定により算 る鳩震力 au8
キャスクにあっては． 基準嶋重
動による遺震力を含む．）が作
用した楊合においても 、 攘蠅圧
に蛸する十分な支梼力を宥す
ること．

2第4条に規定する「衷―全慢 役計：特定兼用キャスクは 、 緩衡体
低湘な打れないff粗Jとは｀

”許可 基準瑣則第3条第1
I が装清できること

項の方法をいう。

許詑可等甲請における特記事項 ．

．型式証明：特定兼用キャスクは ．

貯蔵時に緩衝体を丙端に装着
する穀置方法とする条件を付
すること

・設置変更許可：符定兼用キャスク
は、 貯蔵時に緩衝体を丙嬬1こ
装著する孜置方法とすること
の確認を受けること

型式指定： 特定兼用キャスクは 、

貯蔵＂に緩禎j体を丙嬬に装鴻
する孜計である条件を付する
こと

・設工認：特定耗用キャスクは、 貯
蔵的に緩衝体を所嬬に共著す
る投計であることの確認を受
けること

（特定兼1flキャスクを地位に十分
に支持しないため、 因定機能不要
のため 、 審査対象外）

孜計：緩衝体は、 特定兼用キャスクリ）歪
部が金属部へ衝突しないように装積
でさること． 金属部とは特定兼用キャ
スクの衝突対象を示し 、 臼接する特定
兼用キャスク（ただし 、 緩衝体は含ま
れない）、 あるいは悶辺施設（架台、

¥羹等） 1/)金属郎（剛性が高いもII))
を示す．なお 、 緩衝体の性能は第四条
の規定を滴足するよう定めるも1/)と
する。

許認可芍IPinにおける符記事項

．型式証明：ー （畜査対象外． ただし、

特定兼用キャスクは、 貯輩時に緩衝
体を向嬬に装芯する孜置方法とす
る条件を付すること）

•投置変更許可・緩衝体は、 貯蘊時に特
定兼用キャスクの五部が金属部へ
衝突しないように装着できる方針
であること

，型式指定：ー （審査対象外．ただし、

特定兼用キャスクは、 貯鍼時に緩衝
体を両蟷に装芍する孜計である条
件を付すること）

・数工認
緩衝体は 、 貯蔵時に特定兼用キャス
クの姦郭が金属部へ衝突しないよ ・j
に装靖できる設計であること

（特定兼用キ•I•スクを地盤に十分に支
符しないため． 固定機能不妻のため、 奢
査対象外）

設置方法②、⑤の設備に対する規則への適合性
























































































































